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本
書
は
、
塞
湾
大
皐
歴
史
系
高
明
士
数
授
〈
一
九
四
O
|
)
が
自
身
の
還
暦

を
記
念
し
て
編
纂
し
た
『
惰
唐
文
化
研
究
叢
書
』
全
一
O
加
の
一
と
し
て
、
護

北
の
文
津
出
版
社
か
ら
一
九
九
九
年
六
月
刊
行
さ
れ
た
。
著
者
劉
俊
文
教
授

ハ
一
九
四
四

l
)
は
天
津
に
生
れ
、
六
二
J
七
年
北
京
大
皐
歴
史
系
に
皐
び
本

科
卒
業
、
文
革
終
東
後
同
系
研
究
生
と
な
っ
て
階
唐
史
と
中
園
法
制
史
を
専

攻
、
八
二
年
歴
史
昼
碩
士
、
九

0
年
代
に
は
北
京
大
歴
史
系
数
授
に
任
じ
、
既

に
『
唐
律
疏
議
』
標
貼
本
(
中
華
書
局
、
八
三
年
、
六
七
八
頁
、
一
高
部
〉
、

『
折
獄
勉
鑑
-
謬
註
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
八
八
年
、
五
六
O
頁
、
五
千
部
〉
、

『
敦
煙
吐
魯
番
唐
代
法
制
文
書
考
緯
』
(
中
華
金
一
回
局
、
八
九
年
、
五
九
二
頁
、

二
千
部
〉
、
『
唐
律
疏
議
築
解
』
上
・
下
(
中
華
書
局
、
九
六
年
、

二
一
四
八

頁
、
三
千
部
〉
の
四
著
を
皐
界
に
提
供
し
て
い
る
。
皐
術
出
版
の
容
易
で
な
い

中
園
で
、
写
書
の
公
刊
に
こ
れ
だ
け
の
貧
績
を
有
す
る
の
は
特
筆
に
値
す
る
。

が
更
に
こ
の
閲
併
行
し
て
『
日
本
塁
者
研
究
中
園
史
論
著
選
誇
』
全
一
O
巻

(
通
論
・
専
論
・
上
古
秦
漢
・
貌
菅
南
北
朝
惰
唐
・
五
代
宋
元
・
明
清
・
思
想

宗
教
・
法
律
制
度

・
民
族
交
遁

・
科
四
月
子
技
術
、
中
華
書
局
、
九
二
|
一
一
一年
、
千

五
百
部
〉
、
『
日
本
中
青
年
皐
者
論
中
園
史
』
三
容
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
九

五
年
)
、
『
中
日
文
化
交
流
史
大
系
2
法
制
巻
』

(掘削江
人
民
出
版
社
、
九
六

年
)
、
『
官
簸
書
集
成
』
全
一
O
加
ハ
黄
山
書
社
、
九
七
年
)
の
主
編
、
『
四

庫
全
書
存
目
叢
書
』
全
一
一
一

o
o
m
〈
斉
魯
書
社
、
官
盤
掛
問
妊
巌
文
化
事
業
公
司

検
出
、
九
六
|
七
年
〉
の
副
主
編
(
季
羨
林
主
編
〉
に
嘗
っ
て
い
ず
れ
も
貧
現

完
成
に
導
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
活
動
は
超
人
的
と
稽
し
て
過
言
で
あ
る

ま
い
。な

お
劉
俊
文
民
は
八
九
年
一
O
月
か
ら
九
一
年
四
月
に
か
け
来
日
し
、
九
O

年
五
月
に
は
東
方
皐
曾
、
同
年
二
月
に
は
唐
代
史
・
中
圏
中
世
史
研
究
舎
で

講
演
さ
れ
、
中
日
の
皐
術
交
流
に
重
力
さ
れ
た
事
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
略
歴
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
劉
氏
は
唐
律
か
ら
入
っ
て
ひ
ろ
く
中
園

法
制
史
・
中
園
停
統
文
献
皐
に
寄
輿
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
は
更
に
園
家
重
勲

項
目
『
中
園
基
本
古
籍
庫
』
(
電
子
信
息
版
〉
の
主
編
と
し
て
こ
の
大
事
業
に

挺
身
さ
れ
て
い
る
と
き
く
。

さ
て
『
唐
律
疏
議
』
は
停
統
中
園
の
代
表
的
法
典
で
あ
り
、
「
東
洋
法
制
史

の
植
軸
」
「
東
方
の
ロ

1
7
法
」
と
稽
さ
れ
る
唐
律
令
の
う
ち
、
現
存
す
る
た

だ
一
書
で
あ
る
。
劉
氏
は
文
革
中
多
年
下
放
を
鍾
験
し
た
の
ち
北
京
大
祭
に
戻

り
、
碩
士
研
究
生
と
し
て
王
永
輿
教
授
(
一
九
一
四
年
|
、
陳
寅
格
教
授
晩
年

の
高
弟
〉
に
つ
い
て
唐
代
法
制
を
テ
l

マ
と
し
、
八
O
年
か
ら
『
唐
律
疏
議
』

の
校
讃
に
と
り
か
か
っ
た
と
み
ず
か
ら
追
憶
さ
れ
て
い
る
(
「談
談
『
唐
律
疏

議
』
的
黙
校
経
過
」
『
書
品
』
一
九
八
七
年
三
期
)
。
始
め
の
一
年
で
諸
本
を

授
訪
し
、
僅
か
二
年
弱
で
作
業
を
ま
と
め
王
数
授
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
中
筆
書

局
に
推
薦
さ
れ
、
王
文
錦
編
輯
員
の
綿
密
な
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
二
個
月
後
に
原

稿
が
返
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
あ
く
ま
で
原
本
に
忠
賓
に
怒
意
を
加
え
ず
根
気
よ
く

再
黙
検
に
波
頭
し
、
八
二
年
六
月
に
完
成
稿
を
書
局
に
渡
す
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
。
そ
の
集
中
的
努
力
は
人
を
驚
ろ
か
せ
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
(
本
書
に

は
本
図
で
、
中
園
吐
曾
科
皐
一
九
八
五
年
四
期
に
健
文
印
執
筆
の
鱗
介
が
出
て
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い
る
、
一
四
一
一
一

l
四
一良
〉
。
こ
の
標
勲
本
は
九
六
年
に
細
部
に
訂
正
を
施
こ
し

重
印
さ
れ
、
中
園
で
は
も
と
よ
り
日
本
を
含
む
海
外
で
も
唐
律
の
標
準
テ
キ
ス

ト
と
し
て
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
法
律
出
版
社
か
ら
『
中
華
傍
世

法
山
内
』
全
六
径
の
一
と
し
て
新
版
が
出
た
(
四
八
+
六
四
二

頁
、
九
九
年
九

月
)
。
ち
な
み
に
こ
の
叢
書
に
牧
め
る
他
の
五
書
は
『
宋
刑
統
』
『
天
盛
改
奮

新
定
律
令
』
『
大
元
通
制
傑
格
』
『
大
明
律
』
『
大
清
律
例
』
で
あ
る
。

標
黙
本
を
完
成
し
た
箸
者
は
引
績
き
律
疏
の
内
容
を
精
読
し
、
メ
モ
を
書
き

つ
い
で
ゆ
き
、
そ
れ
が
『
唐
律
疏
議
築
解
』
に
大
成
さ
れ
た
。
『
築
解
』
巻
末

の
政
語
(
九
四
年
四
月
)
に
よ
る
と
、
七
九
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
唐
律
を
讃

み
な
が
ら
書
き
た
め
た
劉
記
が
も
と
で
、
こ
れ
を
見
た
師
友
に
出
版
を
勤
め
ら

れ
、
八
六

・
八
七
雨
年
の
夏
休
み
に
訂
補
を
加
え
成
書
と
し
た
の
が
此
書
で
あ

り
、

『
唐
律
疏
議
』
原
文
に
つ
い
て
文
脈
を
築
制
押
し
、
法
意
を
解
析
し
た
の
で

「
婆
解
」
と
名
附
け
た
。
八
八
年
に
中
華
書
局
に
原
稿
を
渡
し
た
後
、
八
九
年

秋
か
ら
九
一

年
四
月
ま
で
日
本
に
招
か
れ
、
日
本
の
中
園
史
皐
者
と
の
交
流
に

奔
走
し
、
九
三
年
に
は
米
園
を
訪
れ
講
拳
に
従
事
し
、
錦
園
し
て
校
正
刷
を
自

に
し
た
時
は
六
年
の
空
白
を
距
て
、

「
相
ま
み
え
な
が
ら
よ
く
識
ら
ぬ
」
感
を

舞
え
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
書
は
目
録
一
九
頁
、
麿
律
の
沿
革
・
唐
律

の
編
纂

・
臨
国
律
の
構
成
・
唐
律
の
特
質

・
唐
律
の
注
緯
・
唐
律
の
行
用
の
六
章

に
分
か
っ
て

「
唐
律
疏
」
を
解
説
す
る
序
論
九
二
頁
、
凡
例
二
頁
、
引
用
書
目

一
一
一
一
頁
、
本
文
二
一
一
一

O
真
、
政
語
一
頁
、
築
稗
燦
目
索
引
二
七
頁
、
上
下
二

厚
加
よ
り
な
る
大
著
で
あ
る
。

序
論
中
に
は
、
武
徳
律
よ
り
元
和
二
年
篇
名
改
稿
に
至
る
唐
律
鑓
濯
を
一
四

項
に
分
ち
、
編
纂
時
間

・
主
持
人

・
工
作
情
況
・
律
典
名
稽
の
四
段
に
表
示
し

た
編
纂
沿
革
表
や
、
律
に
現
れ
る
親
族
関
係
を
図
示
し
た
宗
法
結
構
一
示
意
図
を

挿
入
す
る
な
ど
、
一
般
論
者
に
律
疏
の
内
容
を
理
解
さ
せ
る
べ
く
要
を
得
た
縦

観
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
麿
律
五

O
二
僚
の
構
成
を
総
則
(
名
例
五
七
篠
)
、

事

律
(
術
禁

・
職
制

・
戸
婚

・
廠
庫

・
撞
輿
五
篇

一
九

O
係
)
、
罪
律
(
賊
盗

・

嗣
訟

・
詐
俄
・
雑
・
捕
亡
五
篇
二
二
一
候
)
、
専

則

(
断
獄
三
四
篠
)
に
類
別

し
て
説
明
し
、
麿
律
の
特
色
を
等
級
制
(
身
分
構
造
・
君
臣
峻
別
・
官
資
優

遇

・
良
賎
罰
異
)
と
家
族
制
(
宗
法
構
造

・
親
属

一
程

・
五
限
制
罪

-e長
優

越
〉
に
ま
と
め
て
設
く
如
く
、
律
疏
に
即
し
丁
寧
に
そ
の
賞
質
を
説
明
し
て
ゆ

き
、
近
代
法
の
概
念
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
こ
ま
ぬ
の
は
、
歴
史
家
を
本
領
と
す
る

著
者
の
堅
貨
な
立
場
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
唐
律
の
質
施
情
況
に
つ
い
て
は
、

格
教
に
よ
る
制
約
、
皇
帝
一
の
撞
断
干
渉
・
封
建
駐
曾
の
政
治
的
影
響
の
三
面
か

ら
説
き
明
か
し
、
唐
前
期
の
貞
翻

・
永
徽

・
開
元
三
代
を
相
劉
的
に
法
治
の
よ

く
行
わ
れ
た
時
期
と
認
め
、
そ
の
開
武
后
期
の
酷
吏
に
よ
る
羅
織
の
如
き
法
の

破
鐘
も
菟
れ
な
か
っ
た
が
、
安
史
の
飢
以
後
の
後
期
に
な
る
と
藩
鋲
の
専
権
無

法
、
官
官
の
撞
纏
製
法
、
軍
司
と
使
司
の
分
権
駿
法
を
通
じ
成
文
法
の
貫
教
性

は
全
く
地
を
梯
う
に
至
っ
た
衣
第
を
、
事
例
を
翠
げ
つ
つ
叙
ベ
序
論
を
し
め
く

く
る
。
律
疏
を
知
悉
し
た
筆
者
の
筆
に
な
る
唐
律
概
論
と
し
て
、
読
者
に
と
っ

て
頗
る
有
盆
な
導
入
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

引用申一
回目
は
、
経
書
一
ム
ハ
貼
・
子
書
二

O
貼

・
史
書
二
三
黙

・
典
制

一
一

鮎

・
時
地
八
貼
・
類
書
九
黙
・
文
集
二
ニ
黙

・
筆
記
小
設

一
九
黙

・
金
石
簡
害

四
黙

・一
音
韻
訓
話

一
O
貼

・
外
園
古
籍
三
黙

・
近
人
著
作

一
四
黙
、
計
一
五

O

黙
を
列
摩
す
る
。
み
な
版
本
一
種
を
接
げ
る
か
ら
著
者
の
直
接
利
用
さ
れ
た
筈

を
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
箸
者
は
中
華
書
局
標
勲
本
『
通
典
』
全
五
加

(
一
九
八
八
年
、

九
二
年
重
印
〉
の
校
黙
に
も
参
加
さ
れ
、
選
血
争

・
祭
・
兵
・

刑
法
を
分
指
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
は
日
本
汲
古
書
院
の
影
印
北
宋
本
通
典
し
か

寧
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
近
人
著
作
は
皐
行
本
し
か
載
せ
ず
、
序
論
中
言
及

す
る
仁
井
田
・
牧
野

「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
」
や
本
文
中
ふ
れ
る
内
藤
虎
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次
郎
「
三
井
寺
所
厳
唐
過
所
考
」
或
い
は
秋
月
観
瑛
「
道
信
格
の
復
奮
に
つ
い

て
」
や
、
単
行
本
で
も
本
文
・
注
に
現
れ
る
呂
思
勉
『
惰
唐
史
』
や
仁
井
田
陸

『
中
園
法
制
史
研
究
刑
法
』
等
が
引
用
目
に
見
嘗
ら
ぬ
の
は
、
本
文
・
注
に
見

え
る
穫
籍
『
読
苑
』
『
列
女
停
』
『
博
物
志
』
『
折
獄
勉
鑑
』
『
吏
象
指
南
』

『
本
草
網
目
』
等
を
省
く
の
と
同
様
、
恐
ら
く
法
制
史
研
究
に
重
要
と
考
え
た

も
の
を
翠
げ
、
網
羅
し
な
い
方
針
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
『
令
義
解
』

『
令
集
解
』
を
参
照
し
な
が
ら
『
養
老
律
』
を
見
ず
、

戴
炎
輝
氏
の

『唐
律
通
論
』
を
利
用
し
な
が
ら
『
麿
律
各
論
』
に
及
ば
な
か
っ

た
の
は
惜
し
ま
れ
る
所
で
あ
る
。
他
方
滋
賀
秀
三
氏
の
『
謬
註
日
本
律
令
五
唐

律
疏
議
議
註
篇
一
』
名
例
ハ
東
京
堂
出
版
、
七
九
年
〉
を
活
用
さ
れ
た
の
は
幸

い
で
あ
っ
た
。
『
唐
律
疏
議
謬
註
篇
』
全
四
巻
は
一
一
名
の
分
携
執
筆
に
な

り
、
九
六
年
よ
う
や
く
完
成
し
た
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
日
本
語

に
よ
る
精
密
な
こ
の
誇
註
が
唐
律
疏
を
讃
む
に
一
番
頼
り
に
な
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
本
書
は
史
上
の
事
例
や
敦
爆
本
列
集
・
吐
魯
番
文
書
の
案
件、

さ
ら
に
は
雲
夢
睡
虎
地
秦
衡
の
秦
律
や
問
答
を
随
所
に
引
用
し
て
解
穫
に
資
し

て
い
る
黙
で
、
教
え
ら
れ
る
所
多
岐
に
わ
た
る
。
濁
力
本
書
を
完
成
し
た
著
者

の
律
疏
へ
の
重
力
に
封
し
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。
本
書
は
唐
律
を
全
程
的

に
理
解
す
る
に
最
も
有
用
な
参
考
書
と
な
る
と
同
時
に
、
唐
代
以
前
の
中
園
法

の
形
式
・
内
容
を
認
識
す
る
の
を
助
け
る
面
で
も
有
難
い
存
在
で
あ
る
。

但
し
本
書
を
教
科
書
と
し
て
丸
暗
記
し
た
り
、
個
々
の
所
設
を
金
科
玉
僚
と

し
て
祖
述
す
る
の
は
、
必
ら
.
す
し
も
有
盆
と
思
え
な
い
。
唐
律
疏
研
究
の
尊
家

岡
野
誠
氏
〈
明
治
大
皐
法
泉
部
数
授
)
は
本
書
に
制
刻
す
る
書
評
で
、
職
制
律
回

線
冒
頭
「
諸
稽
律
令
式
不
便
於
事
者
」
(
お
よ
そ
律
・
令
・
式
の
事
に
於
い
て

便
な
ら
.
す
と
穣
す
も
の
は
)
に
つ
い
て
、
第
四
伸
一
に
お
い
て
敦
爆
本
残
各
(
p
・

三
六

O
八
〉
が

「
律
令
格
式
」
に
作
る
の
を
根
嬢
に
格
字
を
補
入
す
べ
し
と
論

じ
、
同
僚
疏
の
「
論
律
令
及
式
不
便
子
時
者
」
(
律
・
令
及
び
式
の
時
に
便
な

A

。

ら
ざ
る
を
論
ず
る
も
の
〉
の
及
も
格
に
改
む
べ
し
と
す
る
(
九

O
九
頁
)
が
、

現
存
『
唐
律
疏
議
』
諸
本
・
『
律
附
一音義』

・
『
宋
刑
統
』
・
『
養
老
律
』
す
べ
て

「
格
」
{
子
は
無
い
の
で
、
劉
氏
の
設
は
成
立
し
が
た
い
と
批
判
さ
れ
る
如
き

(
吋
吋
ロ
〈
(
〉

γ
東
洋
文
庫
、
二

O
O
て
六
頁
参
照
)
は
、
そ
の
一
例
で

あ
り
、
序
論
七

O
頁
に
、
現
存
『
唐
律
疏
議
』
の
原
本
を
、
永
徽
で
も
関
元
廿

五
年
で
も
な
い
「
神
龍
以
後
、
開
元
二
十
五
年
以
前
通
行
本
律
疏
」
と
み
る
新

設
を
提
出
さ
れ
る
が
、
「
敦
爆
本
開
元
廿
五
年
律
疏
(
中
園
園
家
園
書
館
蔵
敦

憧
篤
本
河
字
一
七
銃
〉
と
現
行
『
唐
律
疏
議
』
の
文
字
の
相
濯
の
み
か
ら
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
の
か
、
先
行
皐
設
を
十
分
に
検
討
さ
れ
た
上
で
の

所
設
な
の
か
、
は
な
は
だ
疑
問
に
思
う
。
」
(
岡
野
誠
『
唐
律
疏
議
築
解
』

書
評

原
稿
七

l
八
頁
)
と
否
定
的
見
解
を
示
さ
れ
る
の
も
留
意
に
値
す
る
。
全
佳
に

概
観
的
理
解
を
得
る
に
は
頗
る
有
盆
で
あ
る
が
、
細
部
の
考
詮
・
論
断
は
必
ら

ず
し
も
精
闘
周
到
で
な
い
個
所
も
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て

『
築
解
』
を
活

用
す
べ
き
で
あ
る
う
。

さ
て
こ
こ
で
取
上
げ
る
『
唐
代
法
制
研
究
』
は
、
著
者
の
自
序
に
「
筆
者
は

一
九
八

O
年
か
ら
は
じ
め
て
九
年
の
功
を
積
み
唐
代
法
制
史
を
専
攻
し
て
、
論

文
二

O
篇
近
く
と
な
り
、
九
四
年
に
『
唐
代
法
制
史
探
微
』
に
ま
と
め
某
出
版

社
に
渡
し
て
出
版
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
出
版
社
は
採
算
困
難
を
理

由
に
何
回
も
刊
行
を
遷
延
さ
せ
て
き
た
。
い
ま
畏
友
蔓
湾
大
間
四
子
教
授
吉
岡
明
士
氏

の
強
力
な
推
薦
を
い
た
だ
き
、
裏
輔
同
文
津
出
版
社
の
『
惰
唐
文
化
研
究
叢
書
』

に
枚
め
公
刊
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
挨
に
ま
み
れ
て
い
た
奮
稿
が
重
ね
て
天
日

に
ま
み
え
る
に
至
り
感
銘
に
た
え
ぬ
。
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
、
九
篇
を
選
ぴ
集

め
て
『
唐
代
法
制
研
究
』
と
し
た
。
こ
の
九
篇
中
三
篇
は
今
回
は
じ
め
て
殻
表

し
、
六
篇
は
曾
て
幾
つ
か
の
出
版
物
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
本
書
に
ま
と
め
る
に
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蛍
り
や
や
修
改
を
施
し
た
。
古
人
に
「
そ
の
少
作
を
悔
む
」
「
倣
帯
自
珍
」
(
や

ぶ
れ
ほ
う
き
〈
つ
ま
ら
ぬ
物
〉
を
自
分
は
珍
倍
す
る
意
)
の
言
が
あ
る
が
、
ま

さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
も
し
諸
家
の
指
正
を
蒙
る
を
得
ば
、
ま
こ
と
に
幸
い

こ
の
上
な
い
よ
(
九
八
年
九
月
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
代
法
制
史
に

専
念
し
た
著
者
八

0
年
代
の
労
作
を
一
本
に
集
成
し
た
論
集
で
あ
る
。
各
末
の

「銘
謝
」
に
既
設
表
七
篇
(
本
文
で
は
下
掲
の
唐
律
と
曜
の
関
係
を
論
ず
る
こ

篇
が
二
章
二
節
に
ま
と
め
ら
れ
る
〉
が
年
代
順
に
列
翠
さ
れ
る
の
で
、
掲
載
頁

も
附
し
そ
れ
を
讃
者
の
参
考
に
供
す
る
。

「
唐
律
輿
躍
的
関
係
試
析
L

北
京
大
準
々
報
一
九
八
三
年
五
期
、
九
l
二
O
頁

「唐
律
輿
躍
的
密
切
関
係
例
述
」
北
京
大
闘
争
々
報
一
九
八
四
年
五
期
、
六
八
|

七
六
頁

「唐
律
淵
源
緋
」
歴
史
研
究

一
九
八
五
年
六
期
、
一
七
|
二
五
頁

「新
唐
書
刑
法
志
設
課
」
中
華
文
史
論
叢
一
九
八
六
年
四
瞬
、
七
五

l
一
O
三

頁
「
論
唐
後
期
法
制
的
繁
化
」
北
京
大
皐
々
報
一
九
八
六
年
二
期
、
八
一
一
一
|
九
三

頁
「論
唐
格
|
敦
煙
本
唐
格
残
各
研
究
」
『
敦
健
吐
魯
番
事
研
究
論
文
集
』
漢
語

大
詞
典
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
五
二
四
!
五
六

O
頁

「
唐
代
獄
訟
制
度
考
析
」
『
陳
寅
格
先
生
生
誕
百
周
年
紀
念
論
文
集
』
北
京
大

皐
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
二
四
二
!
二
六
六
頁

本
書
の
構
成
は
左
の
如
く
四
一軍
七
節
と
附
篇
よ
り
成
る
。

一
一軍

唐
代
立
法
研
究

一
節
唐
代
立
法
制
度
論
略

二
節
唐
代
立
法
沿
革
考
述

二
章

唐

代
法
典
研
究

768 

一
頁

一
頁

二
三
頁

六
四
頁

一

節

唐

律

淵

源

緋

六

四

頁

二

節

唐

律

奥

躍

的

関

係

試

析

七

七

頁

三
節
唐
格
初
探

一
一一

O
頁

三
章

唐

代

司

法

研

究

一

六

四

頁

一
節
唐
代
司
法
制
度
詳
設

一
六
四
頁

二

節

関

於

三

司

二

四

一

頁

四
一
軍
論
唐
後
期

法

制

的

措

炭

化

二

四

八
頁

附

《
新
唐
書

・
刑
法
志
》

讃

謀

二

八

O
真

前
掲
七
篇
の
論
文
と
本
書
を
比
べ
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
唐
代
獄
訟
制
度
考

析
」
が
本
書
で
は
第
三
章
第
一
節
の
「
唐
代
司
法
制
度
詳
設
」
と
改
稽
さ
れ
、

先
に
訴
訟
・
拘
捕
・
監
禁
・
審
判
・
行
刑
の
五
項
に
分
っ
て
論
じ
て
い
た

の

が
、
本
書
で
は
審
判
と
行
刑
の
閲
に
申
覆
を
加
え
、
六
項
で
論
ず
る
如
く
、
よ

り
整
備
さ
れ
て
お
り
、

著
者
が
本
書
撰
述
に
際
し
か
な
り
意
を
用
い
て
改
善
に

努
め
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

本
書
で
初
め
て
褒
表
さ
れ
た
の
は
第

二
意
の

て
二
節
及
び
第
三
章
の
二
節

の
三
項
に
と
ど
ま
り
、
全
堕
の
四
乃
至
五
分
の
一
程
度
の
頁
教
を
占
め
る
に
す

ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
第
一

一
章
の
唐
代
立
法
研
究
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
、
唐
靭

の
法
制
を
立
法
・
法
典
(
律
と
格
〉
・
司
法
の
三
方
面
か
ら
立
陸
的
に
考
察
す

る
こ
と
と
な
り
、
第
四
章
の
唐
後
期
法
制
の
努
化
を
通
じ
て
動
態
を
見
通
せ
る

の
で
、
一
際
唐
代
法
制
全
種
の
僅
系
的
考
察
を
な
し
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。

以
下
本
論
の
趣
旨
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
唐
代
の
立
法
制
度
を
「
唐
代
法

制
は
高
度
に
夜
連
し
、
前
代
を
集
成
し
た
の
み
な
ら
ず
範
を
後
世
に
垂
れ
、
そ

し
て
さ
ら
に
東
亜
を
お
お
い
西
欧
に
も
誇
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て

唐
代
の
健
全
な
立
法
制
度
は
法
制
建
設
の
順
調
な
進
行
を
保
設
し
、
他
方
に
お

い
て
唐
代
の
頻
繁
な
立
法
活
動
が
直
接
法
制
の
愛
展
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
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:
:
:
唐
代
立
法
に
は
二
種
の
方
式
が
あ
り
、
一
一
は
法
典
編
纂
を
特
徴
と
す
る
集

中
立
法
、
こ
は
制
殺
褒
布
を
特
徴
と
す
る
臨
時
立
法
で
あ
る
。
雨
種
の
立
法
方

式
は
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
の
方
法
・
機
構
・
順
序
を
有
す
る
と
同
時
に
、
相
互
に
聯

繋
し
補
充
協
調
し
て
一
個
の
統
一
的
立
法
侵
制
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
J

C
頁
)
と
概
括
し
、
修
築
法
血
(
と
裂
布
制
教
・
協
調
機
制
の
三
部
に
分
っ
て

説
明
す
る
。

修
築
法
典
こ
そ
唐
代
の
最
も
重
要
な
立
法
方
式
で
あ
り
、
相
鋭
的
安
定
性
を

も
っ
園
家
の
大
法
(
律
・
疏
・
令
・
格
・
式
・
格
後
教
等
)
は
こ
の
方
式
に
よ

り
修
纂
さ
れ
る
。
そ
れ
は
奉
教
・
集
議
・
奏
定
・
制
頒
の
四
段
階
を
経
て
遂
行

す
る
。
修
宙
開
に
は
撰
定
・
制
定
・
刊
定
・
詳
定
の
四
種
が
区
別
さ
れ
、
撰
定
は

新
法
典
の
創
編
或
い
は
重
編
を
一
意
味
し
、
制
定
は
原
有
法
典
の
内
容
を
増
刷
或

い
は
改
動
す
る
場
合
、
刊
定
は
原
有
法
典
の
文
字
を
刊
制
或
い
は
修
正
す
る
が

そ
の
内
容
は
獲
え
ぬ
場
合
、
詳
定
は
原
有
法
典
を
審
査
・
選
編
す
る
に
と
ど
ま

り
、
加
工
を
施
さ
ぬ
場
合
を
意
味
す
る
。
武
徳
元
年
生
ハ
一
八
)
「
惰
大
業
律

令
を
麗
し
L

向
書
左
僕
射
斐
寂
ら
に
命
じ
惰
開
皇
令
を
基
礎
と
し
て
武
徳
律
令

を
「
撰
定
」
せ
し
め
、
永
徽
三
年
(
六
五
二
)
太
尉
長
孫
無
忌
ら
に
詔
し
て
永

徽
律
に
「
義
疏
を
修
め
し
め
」
律
疏
三

O
巻
を
「
撰
定
」
せ
し
め
た
如
き
が
撰

定
の
貧
例
。
武
則
天
垂
扶
元
年
(
六
八
五
〉
に
内
史
斐
居
道
ら
に
殺
し
律
令
格

式
を
「
刑
定
」
せ
し
め
「
律
令
二
十
四
僚
を
改
め
」
「
計
帳
及
び
勾
帳
式
を
加

え
」
「
叉
武
徳
以
来
・
垂
扶
以
前
の
詔
殺
の
時
に
便
な
る
も
の
を
編
ん
で
新
格

二
巻
を
篤
り
」
、
中
宗
紳
龍
元
年
(
七

O
五
)
向
書
左
僕
射
唐
休
環
ら
に
教
し

て
令
格
式
を
「
剛
定
」
せ
し
め
、
「
垂
鉄
格
式
及
び
格
後
殺
を
側
改
し
て
散
頒

格
七
径
と
震
し
」
「
叉
奮
式
を
剛
補
し
て
二
十
を
と
篤
し
」
た
の
が
刊
定
の

例
。
龍
朔
二
年
三
ハ
六
二
〉
に
官
名
を
改
易
し
司
刑
太
常
伯
源
直
心
ら
に
殺
し

て
格
式
を
刊
定
せ
し
め
、
「
唯
曹
局
の
名
を
改
め
て
其
篇
第
を
易
え
ず
」
叉
関

元
二
十
五
年
(
七
三
九
)
中
書
令
李
林
甫
ら
に
殺
し
律
疏
を
「
刊
定
」
せ
し

め
、
開
元
の
制
度
に
蟻
り
そ
の
府
挽
・
官
稽
・
地
名
及
び
誇
字
等
を
修
正
せ
し

め
た
如
き
が
刊
定
の
貧
例
。
開
成
四
年
(
八
三
九
〉
刑
部
侍
郎
秋
業
蕃
ら
に
殺

し
開
元
二
十
五
年
以
後
の
刑
法
に
か
か
わ
る
制
殺
を
選
編
せ
し
め
、
「
分
周
比

類
」
し
「
篠
流
編
次
」
し
て
中
書
門
下
に
由
り
「
詳
定
」
し
開
成
詳
定
格
と
成

し
、
叉
大
中
七
年
(
八
五
三
)
刑
部
に
殺
し
左
衛
率
倉
曹
参
軍
張
裁
の
進
め
た

大
中
刑
法
統
類
を
「
詳
定
」
せ
し
め
、
「
刑
律
を
以
て
分
類
し
門
を
篤
し
附
す

る
に
格
教
」
を
以
て
し
た
如
き
が
詳
定
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
立
法
に
嘗
つ

て
は
皇
帝
の
指
名
し
た
官
僚
が
臨
時
立
法
機
構
を
設
け
寅
務
を
推
進
す
る
が
、

高
級
と
低
級
の
二
種
が
あ
る
。
格
後
教
の
剛
定

・
刊
定
・
詳
定
が
低
級
で
、

律
・
疏
・
令
・
格
・
式
の
撰
・
剛
・
刊
定
は
い
ず
れ
も
高
級
機
構
が
嘗
る
。
高

級
機
構
の
責
任
者
は
三
公
か
宰
相
等
の
重
臣
で
あ
り
、
そ
れ
に
参
加
す
る
の
は

お
お
む
ね
次
の
三
類
の
官
人
で
あ
る
。

一
中
書
・
門
下
・
向
書
三
省
の
長
官
と
次
官

二
刑
部
・
大
理
寺
・
御
史
肇
の
長
官
・
次
官
或
い
は
郎
官
等

三
吏
部
・
戸
部
・

太
常

・
太
府
寺
の
長
官

・
次
官
・
郎
官
等

時
に
は
地
方
か
ら
律
に
明
る
い
官
や
皐
校
の
律
拳
博
士
等
が
参
加
し
、
全
健
で

数
名
J
数
十
名
、
永
徽
元
年
(
六
五

O
)
太
尉
長
孫
無
忌
・
司
空
李
動
・
向
書

左
僕
射
子
志
寧
・
右
僕
射
張
行
成
以
下
計
二
十
徐
人
が
律
令
格
式
の
剛
定
に
嘗

り
無
思
・
動
爾
名
が
其
事
を
つ
か
さ
ど
り
、
開
元
元
年
〈
七
二
ニ
〉
紫
微
令
同

卒
章
事
挑
崇

・
黄
門
監
同
卒
章
事
虚
懐
員
・
紫
微
侍
郎
蘇
廼
・
刑
部
向
書
李
父

ら
九
名
が
令
格
式
の
制
定
に
嘗
り
崇
・
懐
員
が
其
事
を
つ
か
さ
ど
っ
た
如
き
そ

の
質
例
に
な
る
。
低
級
の
方
は
多
く
て
数
名
、
少
な
け
れ
ば
て
二
名
で
事
に

嘗
り
、
元
和
二
年
(
八

O
七
〉
刑
部
侍
郎
許
孟
容
・
蒋
父
・
大
理
少
卿
柳
登
・

吏
部
郎
中
房
式
ら
七
名
に
開
元
格
後
殺
を
制
定
せ
し
め
許
孟
容
が
そ
れ
を
つ
か
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さ
ど
り
、
大
中
五
年
(
八
五
七
)
刑
部
侍
郎
劉
琢
一
人
に
刑
法
雑
救
を
詳
定
せ

し
め
た
如
き
そ
の
質
例
を
な
す
。

こ
れ
ら
の
立
法
は
皇
帝
が
立
法
制
救
を
下
達
し
、
立
法
目
的
・
範
囲
・
方
法

及
び
立
法
機
構
の
規
模
や
人
選
を
の
べ
る
に
始
ま
り
、
こ
の
殺
を
奉
じ
た
日
か

ら
工
作
が
開
始
さ
れ
、
儀
鳳
元
年
(
六
七
六
)
向
書
左
僕
射
劉
仁
軌
・
右
僕
射

戴
至
徳
ら
一
五
名
に
針
し
令
格
式
の
剛
定
を
命
じ
た
〈
剛
定
刑
蓄
制
〉
(
文
苑

英
華
四
六
四
)
が
例
に
穆
げ
で
あ
る
。
つ
い
で
臨
時
立
法
機
構
か
ら
提
出
さ
れ

た
草
案
や
修
築
意
見
に
針
し
、
山
問
書
省
は
在
京
七
口
間
以
上
官
員
を
都
座
に
集
め

可
否
を
詳
議
さ
せ
る
、
即
ち
集
議
が
行
わ
れ
る
(
唐
律
疏
議
巻
一
一
律
令
格
式

不
便
徹
奏
改
行
候
疏
〉
。
貞
観
年
聞
に
律
令
撰
定
に
際
し
房
玄
齢
ら
が
断
祉
刑

を
慶
除
し
て
加
役
流
に
代
え
よ
う
と
建
議
し
、
向
書
省
八
座
の
定
議
で
そ
れ
が

決
定
奏
聞
さ
れ
た
(
唐
曾
要
経
三
九
議
刑
軽
重
)
の
は
そ
の
著
名
な
例
で
あ

る
。
上
奏
が
皇
帝
の
批
准
を
得
て
奏
に
依
れ
と
な
っ
て
確
定
す
る
。

皇一
一
帝
の
剣

断
は
決
し
て
め
く
ら
剣
で
な
く
、
文
明
元
年
(
六
八
四
〉
四
月
二
十
二
日
〈
頒

定
刑
法
制
〉
に
「
近
ご
ろ
所
司
の
進
む
る
律
令
格
式
を
見
る
に
、
一
一
自
ら
観

る
」
(
唐
大
詔
令
集
各
八
二
)
、
天
資
四
載
(
七
四
五
)
(
こ
の
年
代
は
疑
問
、

下
文
参
照
〉
〈
頒
行
新
定
律
令
格
式
救
〉
に
「
近
く
は
親
し
く
覧
て
叉
旬
時
を

歴
た
り
」
(
同
前
)
と
あ
る
よ
う
に
資
質
的
審
査
で
あ
っ
た
。
か
く
て
最
後
の

第
四
段
階
の
制
頒
(
頒
布
施
行
〉
と
な
る
。
大
暦
一
四
年
(
七
七
九
〉
六
月
中

審
門
下
に
詔
し
て
剛
定
官
と
至
徳
以
来
の
制
殺
を
詳
決
せ
し
め
、
貞
元
元
年
十

月
向
書
省
が
貞
元
定
格
後
教
三

O
巻
を
奏
進
し
た
所
、
「
中
に
留
め
て
出
さ

ず
」
と
な
り
(
沓
唐
書
刑
法
志
)
無
数
に
終
っ
た
例
も
知
ら
れ
て
お
り
、
正
式

の
波
布
の
重
要
性
を
正
し
く
認
識
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
著
者
は
設
布
制
救
(
七
J

一
八
頁
)
に
お
い
て
そ
の
手
緩
き
を
一

承
旨
、
二
議
署
、
三
駁
正
、
四
奏
行
の

段
階
に
分
け
詳
説
し
近
出
の
吐
魯
番
文
書
(
延
誠
元
年
(
六
九
四
)
氾
徳
遠
軽

車
都
尉
告
身

・
貞
槻
廿
二
年
(
六
四
八
)
向
書
省
承
救
下
安
西
都
護
府
符
)
も

引
い
て
解
明
す
る
。
す
な
わ
ち
制
書
・
渓
日
救
・
救
旨
等
の
溌
布
に
蛍
つ
て

は
、
正
式
本
文
を
有
司
に
命
じ
作
製
せ
し
め
設
布
す
る
(
宣
擬
)
、
百
司
の
奏

請
に
射
し
一
一
帝
が
「
制
し
て
可
と
し
」
「
殺
し
て
依
ら
し
む
」
と
し
て
宣
布
す
る

(
宣
覆
)
、
帯
一
が
口
識
や
手
詔
を
直
接
「
特
制
」
「
別
殺
」
と
し
て
宣
布
す
る

(
宣
総
)
の
三
種
の
型
式
が
区
別
し
て
設
か
れ
、
一
帝
自
身
褒
布
す
る
宣
議
以
外

は
、
す
べ
て
中
書
・
門
下
省
の
常
設
立
法
機
構
を
通
じ
作
成
波
布
さ
れ
る
。
中

審
省
が
制
救
起
草
を
捻
嘗
し
、
定
員
六
名
の
中
書
舎
人
が
喬
の
命
を
承
け
草
擬

し
、
次
官
侍
郎

・
長
官
令
の
允
許
を
経
て
宰
相
曾
議
に
か
け
ら
れ
(
議
署
)
ま

と
ま
れ
ば
奏
上
さ
れ
る
。
本
来
は
三
省
長
官
が
宰
相
で
あ
っ
た
が
、
需
の
一
意
一
を

受
け
問
中
書
門
下
卒
-軍
事
と
し
て
朝
政
に
参
議
す
る
者
が
増
す
傾
向
に
あ
っ

た
。
議
箸
を
経
て
戻
さ
れ
た
制
穀
草
稿
は
中
書
か
ら
門
下
省
に
固
さ
れ
そ
の
審

販
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
門
下
給
事
中
は
チ
ェ
ッ
ク
(
封
駁
・
塗
錫
)
の

質
権
を
も
ち
、
皇
帝
や
宰
相
違
の
意
向
で
成
文
と
な
っ
た
制
殺
案
に
駁
正
を
施

し
場
合
に
よ
っ
て
は
差
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
か
よ
う
に
慎
重
な
手
績
を
へ
て

制
救
定
稿
が
需
に
覆
奏
さ
れ
、
「
可
L

或
い
は
「
開
」
の
御
査
を
署
し
て
施
行

と
な
る
。
御
萱
の
あ
る
原
本
は
内
廷
の
保
存
庫
に
蔵
さ
れ
、
寓
し
が
山
間
書
省
に

下
さ
れ
、
更
に
全
園
府
州
に
帥
内
定
制
輸
相
が
飛
騨
で
傍
達
さ
れ
た
。

永
績
性
の
あ
る
律
令
等
編
纂
法
典
と
時
宜
に
削
到
底
し
て
随
時
端
技
布
さ
れ
る
制

赦
の
聞
に
晶
画
然
矛
盾
抵
揺
を
生
ず
る
が
、
そ
れ
を
調
整
す
る
方
式
は
、
新
制
教

の
優
先
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
制
輸
相
の
行
用
範
園
と
時
限
を
明
示
す
る
に
努

め
た
。
「
永
信
用
定
制
」
「
永
篤
常
式
」
「
何
気
永
格
」
「
仰
震
永
例
」
等
の
明

言
を
附
さ
ぬ
制
殺
は
「
挙
引
し
て
例
と
篤
す
を
得
ず
」
(
景
龍
三
年
八
月
九
日

教
)
と
定
め
ら
れ
、
「
制
救
断
罪
臨
時
庭
分
の
永
格
と
信
用
さ
ざ
る
者
は
引
い
て

後
比
と
盛
岡
す
を
得
ざ
れ
」
(
律
疏
、
断
獄
一
八
傑
)
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
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し
て
制
敷
中
永
績
的
規
定
と
し
て
数
果
の
あ
る
俊
市
慌
を
分
類
し
て
「
敷
格
」

「
格
」
更
に
「
格
後
数
」
を
編
纂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
律

・
令
自
慢
に
手
を
加

え
る
こ
と
な
く
時
勢
に
封
腹
し
法
制
を
進
化
し
得
た
の
で
あ
る
。

績
く
唐
代
立
法
沿
革
考
述
に
高
祖
約
法
十
二
僚
会
ハ
一
八
)
に
始
ま
り
、
武

徳
(
六
二
四
)
・
貞
翻
(
六
三
七
〉
・
永
徽
付
(
六
五
一

、t
一
己
・
永
徽
口
(
六

五
三
)
・
龍
朔
(
六
六
二
J
五
〉
・
儀
鳳
(
六
七
六
J
七
)
・
垂
扶
(
六
八
五
)
・

載
初
(
六
八
九
)
・
紳
龍
(
七

O
五
)
・
景
龍
〈
七

O
七
)
・
太
極
(
七
一

0
1

二
)
・
関
元
付
(
七
一
一
一
一
J
五
)
・
開
元
同
(
七
一
八
J
九
〉
・
開
元
日
(
七
二

二
J
一一一九

γ
開
元
伺
(
七
三
一
)
・
開
元
田
(
七
三
四
J
七
)
・
天
資
(
七
四

五)・

乾
元
(
七
五
九
〉
・
貞
元
(
七
七
九
J
九
一
)
・
元
和
付
〈
八

O
七
J
一

O
)
・
元
和
同
(
八
一
五
J
八
)
・
長
慶
(
八
二
=
一
)
・
大
和
付
(
八
二
七
〉
・
大

和
同
(
八
三
O

J
一
二
)
・
開
成
(
八
三
六
J
九
)
・
大
中
付
(
八
五
一
)
・
大
中

同
〈
八
五
三
〉
の
二
八
項
を
列
察

し

(
一
一一一一
J
六
O
頁
)
、
夫
々
の
経
緯

・
編

纂
者
・
成
立
法
典
等
を
解
説
す
る
。
雨
唐
書
刑
法
志
を
核
に
、
経
籍

・
慈
文

士
山
・
曾
要
・
加
府
元
亀
・
六
血
ハ
等
を
併
せ
参
照
し
て
要
領
よ
く
叙
べ
ら
れ
て
お

り
、
一
覧
に
便
で
あ
る
。
著
者
が
沓
来
の
沈
家
本

・
仁
井
田
隆
等
諸
皐
者
の
設

の
不
備
を
補
訂
せ
ん
と
め
ざ
し
、
自
著
『
敦
同
居
吐
魯
番
唐
代
法
制
文
書
考
律
』

の
成
果
を
採
入
れ
〈
天
由
貿
令
式
表
〉
と

〈閲
元
廿
五
年
令
〉
の
差
を
表
示
す
る

黙
は
注
目
を
引
く
。
但
だ
パ
リ
の
フ
ラ

ン
ス
歯
立
園
書
館
蔵
ベ
リ
オ
敦
煙
本

〈
天
由
貿
令
式
表
〉

(p
.
二
五

O
四
)
を
重
視
し
、
新
唐
古
一
回
刑
法
志
中
格
の

記
事
に
見
え
る
「
天
資
四
載
、
叉
刑
部
向
書
驚
貝
に
詔
し
て
精
復
た
之
〔
閲
元

新
格
〕
を
槍
損
せ
し
む
」
と
、
孫
港

〈
頒
行
新
定
律
令
格
式
数
〉
(
唐
大
詔
令

集
巻
二
八
〉
を
同
時
の
も
の
と
結
び
附
け
て
解
師
押
す
る
黙
(
本
書
一
一
一一一一・

一

六
二
頁
)
は
疑
わ
し
い
。
最
近
戴
建
図
氏
が

「唐
ク
天
賓
律
令
式
。
設
献
疑
」

(
法
律
史
論
集
第
三
巻、

二
O
O
一
年
一
月
〉
の
専
論
に
お
い
て
孫
泌
擦
の
該

教
は
閲
元
廿
五
年
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

第
二
一章
の
唐
律
淵
源
燐
に
お
い
て

法
経
↓
奏
律
↓
漢
律
↓
規
律
↓
音
律
|

|

-
北
周
律

寸
後
貌
律
上

/

1階
大
業
律

一

「

北

穿
律
↓
陪
開
皇
律
上

ょ

¥

f

唐
律

「
宋
律
↓
費
律
↓
梁
律
↓
陳
律

の
如
き
系
統
闘
を
示
し
、
唐
律
と
穫
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
密
接
不
離
を

強
調
し、

律
僚
の
制
定
に
嘗
り
躍
の
原
則
に
遭
う

一
般
的
傾
向
を
示
し、

律
の

八
議
は
周
櫨
秋
官
小
司
定
の
八
僻
を
製
い
、
戸
婚
律
出
萎
僚
の
七
出
三
不
去
が

大
戴
躍
記
本
命
の
婦
の
七
去
三
不
去
の
引
篤
し
等
諸
例
を
あ
げ
、
全
鐙
と
し
て

唐
律
が
慢
の
規
定
す
る
宗
法
秩
序
に
の
っ
と
り
制
定
さ
れ
、
君
臣
関
係
を
厳
格

に
規
律
し
、
身
分
の
高
い
者
は
罪
を
犯
し
て
も
刑
を
加
え
ず
、
良
賎
の
身
分
差

に
態
じ
て
同
罪
で
も
庭
罰
を
異
に
す
る
。
そ
し
て
躍
の
血
属一

一
鐙
観
、
傘
長
特

権
制
、
五
服
(
親
疏
の
五
段
階
別
)
に
桝
割
腹
し
て
行
動
が
定
め
ら
れ
る
特
質
が

律
に
も
惨
透
し
て
い
る
と
認
め
る
。
唐
格
を
論
じ
て
は
、
そ
の
淵
源
を
漢
科
↓

貌
科
↓
耳
日
故
事
↓
梁
・
陳
科
、
後
貌
・
北
稿
用
格
↓
惰
格
↓
唐
格
と
た
ど
り
、
唐

朝
に
お
け
る
編
纂
経
緯
と
種
類
を
通
観
し
、
唐
格
の
構
成
に
つ
い
て
法
源
・
内

容
・
篇
目
に
分
っ
て
解
読
し
、
格
の
機
能
を
格
と
律
、
格
と
令
、
格
と
式
の
一一一

項
を
立
て
吟
味
す
る
。
結
論
的
に
格
は
律

・
令

・
式
と
卒
行
す
る
同
格
の
法
典

で
は
な
く
、
律
・
令
・
式
の
追
加
・
改
訂
・
補
充
法
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
に
優
先

す
る
数
力
を
も
ち
、
律
以
上
の
構
成
を
有
し
、
律
に
代
り
得
る
の
み
な
ら
ず
律

を
破
る
(
律
規
定
に
違
う
庭
断
を
す
る
)
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
っ
た
。
律
令
制

は
格
の
融
通
性
に
よ
っ
て
吐
曾
の
措
変
化
に
封
腹
し
得
た
の
で
あ
る
。
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第
三
一章
一
司
法
制
度
詳
説
で
は
、

一
受
訴
〈
受
訴

・
上
訴

・
直
訴

・
立
案
)、

二
拘
捕
(
拘
停
・
留
禁
・
迫
捕
・
通
総
〉
、
三
監
禁
(
盤
獄

・
獄
具

・
禁
囚
・

監
規
)
、
四
審
判
〈
審
理
・
拷
問
・
剣
決
・

責
任
)
、
五
申
榎
(
申
報

・
案
援

・

程
限
〉
、

六
行
刑
(
答
・

杖
刑

・
徒
刑
・
流
刑
・

死
刑

・
般
刑
)
の
順
を
迫
っ

て
解
説
す
る
。

な
お
三
司
に
つ
い
て
、
陳
仲
安

・
李
治
安

・
胡
抽出淳
氏
ら
の
八
0
年
代
の
諸

論
文
で
、
唐
代
三
司
に
中
書

・
門
下
省
と
御
史
愛
の
構
成
す
る
「
大
三
司
」

(
「
受
事
三
司
」
)
と
、
刑
部
・
大
理
寺
と
御
史
整
の
「
小
三
司
」
(
「推
事
三

司
」
)
の
二
種
が
あ
っ
た
と
す
る
に
は
従
い
が
た
く
、
中
書
合
人

・
給
事
中

・

侍
御
史
の
構
成
す
る
常
設
司
法
機
構
と
し
て
の
三
司
は
、
朝
堂
に
お
い
て
詞
訟

を
接
受
し
推
事
も
行
い
、
天
下
の
宛
滞
を
鞠
聴
し
園
の
大
獄
を
詳
決
す
る
最
高

裁
に
類
す
る
機
能
を
有
し
、
鯨
司
・
州
府
司

・
都
督
都
護
府
司
や
向
書
省
の
各

級
司
法
機
闘
が
鼠
理
し
切
れ
ず
、
上
訴
さ
れ
た
諸
案
件
を
裁
き
皇
帝
に
封
し
責

任
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
時
と
し
て
特
定
の
事
案
の
審
理
に
脅
命
に
よ
り

刑
部
・

大
理
寺

・
御
史
蓋
三
法
司
の
官
員
が
臨
時
に
三
司
使
に
充
嘗
さ
れ
獄
案

の
推
鞠
に
嘗
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
首
都
や
地
方
と
場
所
は
一
定
せ
ず
、
庭

理
が
終
れ
ば
解
散
し
た
。
決
し
て
大
・
小
二
個
の
三
司
が
存
在
し
た
わ
け
で
は

な
い
と
明
断
に
論
断
す
る
。

第
四
重
唐
後
期
法
制
の
拙
変
化
に
お
い
て
は
、
安
史
の
飢
後
法
制
の
あ
り
方
が

い
か
に
後
化
し
た
か
を
追
求
し
、
前
期
に
比
し
立
法
活
動
が
低
調
と
な
り
回
数

を
前
期
一
八
回
に
封
し
一

O
回
と
減
じ
た
の
み
な
ら
ず
、
編
纂
法
典
が
格
後
殺

を
主
鐙
と
す
る
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
。
他
方
後
期
に
は
雄
教
に
違
犯
す
る
罪

・

殺
人

・
放
火

・
盗
賊

・
園
家
財
政
に
損
害
を
粛
す
罪
・
官
吏
の
貧
賊
等
に
射
す

る
慮
罰
法
規
が
重
く
な
り
、
叉
法
定
刑
に
替
っ
て
既
に
慶
さ
れ
て
い
た
酷
刑
を

加
え
た
り
、
決
杖
を
濫
用
し
た
り
、
軍
法
に
よ
り
人
を
裁
し
た
り
、
取
締
り
が

き
び
し
く
な
っ
た
。

叉
後
期
に
は
中
央
集
機
鐙
制
が
弛
緩
し
藩
鋲
の
自
立
化
と
専
擦
が
目
立
ち
、

官
官
が
の
さ
ば
っ
て
ほ
し
い
ま
ま
に
刑
殺
を
行
う
に
至
り
、
諸
種
の
使
職
も
権

限
を
増
し
て
司
法
断
獄
に
干
興
す
る
よ
う
に
な
り
、
前
期
の
統

一
的
司
法
秩
序

は
溺
れ
、
法
令
の
駿
弛
と
刑
罰
の
酷
濫
が
目
立
っ
て
き
て
五
代
の
乱
世
に
推
移

す
る
と
見
通
す
。

各
末
に
附
さ
れ
た
新
唐
書
刑
法
志
謹
設
に
は
、
例
え
ば
新
志
に
「
武
徳
二
年

新
格
五
十
三
僚
を
頒
つ
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
唐
曾
要
巻
三
九
定
格
令
や
替
唐

書
官
両
組
本
紀
を
多
照
す
る
と
武
徳
元
年
十
一
月
に
五
十
三
候
格
を
頒
っ
た
事
賓

の
繋
年
の
誤
り
と
す
る
よ
う
な
、
記
事
の
誤
り
二
四
項
を
指
摘
-訂
正
す
る
。
新

志
の
談
り
を
生
じ
た
由
来
は
、
文
を
省
い
て
記
事
を
抽
唱
す
に
努
め
た
潟
、
略
文

に
嘗
り
説
漏
を
造
成
し
た
こ
と
及
び
撰
者
が
唐
の
法
制
に
明
る
く
な
か
っ
た
貼

を
穆
げ
て
い
る
。
文
末
に

「
蓋
し
宋
代
法
皐
衰
微
し
、
碩
皐
大
儒
皆
節
税
し
て

小
道
と
魚
し
、
多
く
講
求
せ
ず
、
試
み
に
《
新
唐
書
義
文
志
》
を
観
れ
ば
載
録

す
る
法
家
す
べ
て
十
五
部
一
百
六
十
六
巻
、
而
し
て

《
宋
史
慈
文
士
山
》
録
す
る

所
法
家
僅
か
に
十
部
九
十
九
巻
、
即
ち
之
を
知
る
可
し
。
」
と
論
じ
て
い
る
が
、

こ
の
議
論
は
お
か
し
い
。
著
録
さ
れ
た
法
家
は
管
子

・
一商
君
書
以
下
古
籍
が
多

く
、
唐
志
に
載
る
申
子
・
新
書

・
健
氏
、
庇
子
政
論
・
劉
氏
法
論
・
桓
氏
世
要

論
等
が
宋
志
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
散
侠
が
知
ら
れ
る
。
唐
人

の
者
は
予
知
章
の
注
管
子

・
社
佑
の
管
氏
指
略
が
唐
・
宋
爾
志
に
載
り
、
李
敬

玄
の
正
論
は
唐
志
に
だ
け
録
さ
れ
、
宋
人
の
著
は
張
去
華
の
大
政
要
録

一
黙
が

宋
志
に
載
る
に
と
ど
ま
る
。
法
家
の
回
目
干
は
唐

・
宋
を
通
じ
倶
に
盛
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
比
し
史
部
刑
法
類
を
見
る
と
、
唐
志
の
著
録
|
二
八
家
六
一
部
一

O
O四
巻
に
比
し
、
宋
志
は
貧
に
一
=
二

部
七
九
五
五
径
を
算
し
、
部
数
で
=一

倍
以
上
、
巻
数
は
八
倍
に
近
く
そ
の
大
部
分
は
宋
代
の
法
典
類
で
あ
る
。
唐
に
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比
し
宋
で
法
制
が
大
進
展
を
と
げ
た
黙
は
、
右
の
数
字
に
も
歴
然
た
る
所
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
以
上
瞥
見
し
た
如
く
、

『
唐
代
法
制
研
究
』
は
唐
史
の
専
家
が
著
し
た

唐
代
法
制
の
研
究

・
概
観
と
し
て
ま
こ
と
に
有
盆
な
著
作
で
あ
る
。
奮
字
鐙
を

使
用
し
、
引
用
文
は
筆
篤
鐙
で

一
見
明
瞭
に
識
別
さ
れ
、
難
解
な
内
容
の
割
に

は
譲
み
や
す
い
。
叙
述
は
項
目
を
分
っ
て
よ
く
整
理
さ
れ
て
お
り
、
終
始
原
資

料
に
錬
っ
た
着
賞
な
構
成
で
空
論
を
挿
ま
な
い
。
細
部
に
例
え
ば
三
頁
五
行

張
行
成
を
張
行
丞
に
作
り
、
二
八
頁
七
行
令
狐
徳
棄
を
令
孤
徳
棄
に
作
り
、

二
=
二

頁
七
行

ωが
ωに
替
る
類
の
誤
植
が
稀
に
自
に
つ
き
、
文
宗
の
元
銃

大
和
を
す
べ
て
太
和
に
作
る
の
を
除
け
ば
、
校
正
も
行
届
い
て
い
る
。
或
い
は

他
人
の
研
究
文
献
へ
の
言
及
の
少
い
貼
に
不
安
を
舞
え
る
向
き
も
あ
る
か
も
知

れ
ぬ
が
、
文
革
の

一
O
年
を
睡
験
し
た
著
者
の
研
究
環
境
を
考
え
れ
ば
、

護
措問

や
日
本
の
論
著
を
自
由
に
委
関
し
得
な
か
っ
た
の
は
嘗
然
で
、
唐
律
疏
議
等
原

資
料
に
ひ
た
す
ら
打
込
ん
だ
か
ら
こ
そ
本
書
の
研
究
が
産
ま
れ
得
た
の
で
あ

る
。
そ
の
貼
で
八

0
年
代
の
著
者
の
唐
代
法
制
へ
の
集
中
努
力
に
劉
し
、

深
い

敬
意
を
究
え
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
六
月

肇
北
文
津
出
版
社

A
5
剣
三
二
二
頁
新
蓋
幣
三

O
O元

773 

高
橋
芳
郎
著

宋
l
清
身
分
法
の
研
究

寺

浩

明

田

木
警
は
、
高
橋
氏
(
以
下
、
著
者
〉
が
、

一
九
七
八
年
に
本
書
第

一
章
の
も

と
と
な
る
論
文
を
も
っ
て
娯
爽
と
皐
界
に
登
場
し
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
順
次
褒

表
さ
れ
て
き
た
身
分
法
関
係
論
文
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
集
大
成
し
、
概
ね
研

究
封
象
の
歴
史
順
に
従
っ
て
排
列
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
最
初
に
各
章
表
題
と

そ
の
基
礎
と
な
っ
た
替
稿
表
題
を
初
出
年
と
共
に
示
せ
ば
左
の
如
く
な
る
。

第
一
章

宋
元
代
の
奴
縛

・
雇
傭
人

・
佃
僕
の
身
分
(
醤
稿
原
題
「
宋
元
代

の
奴
縛

・
雇
傭
人

・
佃
僕
に
つ
い
て
|

|
法
的
身
分
の
形
成
と
特
質
L

、

初
出
年

一
九
七
八
年
)

第
二
章

宋
元
代
の
佃
客
身
分
(
同

「宋
代
佃
戸
の
身
分
問
題
」
、
一

九
七

八
年
〉

第
三
章

中
園
史
に
お
け
る
恩
と
身
分
(
同

「中
園
史
に
お
け
る
恩
と
身
分

|

|
宋
代
以
降
の
主
佃
関
係
と
も
関
連
さ
せ
て
」
、
一
九
九
三
年
〉

第
四
章
宋
代
の
雑
人

・
雑
戸
の
身
分
(
同

「宋
代
の

「良
賎
制
」
と
雑

人
・
雑
戸
」
、
一
九
八
六
年
)

第
五
章

宋
代
の
士
人
身
分
(
同

「宋
代
の
士
人
身
分
に
つ
い
て
」
、

一
九

八
六
年
)

第
六
一章
唐
宋
閲
身
分
編
成
原
理
の
穂
換
(
同

「部
曲
・
客
女
か
ら
人
力

・

女
使
へ

1
l唐
宋
閲
身
分
編
成
原
理
の
鱒
換
」、一

九
八
六
年
)

第
七
章

明
代
の
奴
稗
・
義
子
孫
・
雇
工
人
(
同
「
明
代
の
奴
稗

・
義
子

・
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